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平成１９年９月２６日（水） 午後２時より 

サ ン ピ ア 明 石 5 階  フ ロ イ デ ホ ー ル 

 

 

 

１ 新委員紹介 

  (資料１) 環境審議会委員名簿 

 

 

  

 

２ 平成１８年度年次報告書について 

  (資料２) 平成１８年度年次報告書 ～明石の環境～ について 

      「平成 18 年度年次報告書（案）」 

 

  

 

 

 

３ 明石市環境基本計画の推進について 

（資料 3）明石市環境基本計画の推進について 

 

 

 

 

 

 

４ その他  

 

 

 

  

 

   



           

環 境 審 議 会 委 員 名 簿 

資料１

 
                             平成１９年９月２６日  

委員名 役  職  等 摘 要 

盛岡  通 大阪大学大学院工学研究科教授 会長   ① 

藤原 健史 岡山大学大学院環境学研究科教授 副会長 ①  

安藤 昌廣 明石商工会議所会頭  ③  

市川 憲平 姫路市立水族館長  ①  

碓井 信久 兵庫・水辺ネットワーク（ＮＧＯ）幹事  ③  

垣内友美子 公募市民  ⑤  

角野 康郎 神戸大学理学部生物学科教授  ①  

川下  章 公募市民  ⑤  

工藤 和美 明石工業高等専門学校建築学科講師  ①  

上月 重寛 兵庫県三木土地改良事務所副所長兼農村計画課長  ④  

坂口 光男 市議会議員 新  ②  

佐々木 敏 市議会議員  ②  

竹重  勲 公募市民  ⑤  

椿野 利恵 市議会議員  ②  

永井 俊作 市議会議員  ②  

仲山 安則 兵庫県東播磨県民局県民生活部主幹兼環境課長 新  ④  

橋本 芳純 川崎重工業株式会社 明石事務所長  ③  

林 まゆみ 
兵庫県立大学自然・環境科学研究所助教授 

（県立淡路景観園芸学校 主任景観園芸専門員） 
 ①  

（敬称略）  
 

備考 １ 摘要欄の「新」は新委員を、○数字は委員の選出区分を示す。  
    なお、選出区分は、①学識経験者、②市議会議員、③事業者及び市民の自主的団

体の推薦を受けた者、④市その他の関係行政機関、⑤一般公募により選出された

市民。  
   ２ 会長及び副会長以外は、五十音順  
 



 

事 務 局 

 

氏  名 役  職  名 

榎本 伸行 環境部部長 

森本 哲雄 環境部次長 

出雲 保雄 環境部次長 

櫻井 隆幸 環境部環境保全課長 

田中 勇次 環境部参事兼ごみ対策課長 

塩月 一俊 環境部地球環境課長 

 岩澤 平勝 環境部地球環境課副主幹兼計画係長 

 阪永 憲哉 計画係技師 

木村亜紀子 計画係主事 

 光永 貴 計画係書記 

 

 

 

 



資料２
 

平成１８年度年次報告書 ～明石の環境～ について 

 
平成 18 年度年次報告書の公表について（予定） 

公表のスケジュール：今回（第 35 回）の審議会後、10 月中旬に公表 

公表方法：「広報あかし」にて公表案内、Web サイト「ECOIST」にて公表 

 
平成 18 年度年次報告書の概要について  

平成 18 年度年次報告書の編集手法は、平成 17 年度年次報告書と同様 

 

第１章：市勢の概況 

内容：明石市域の概要、人口及び世帯数 

⇒ 「環境事業概要 平成 19 年版」（作成中）参照 

第２章：環境行政の概況 

内容：環境行政のあゆみ（年表）、環境部の機構と予算、計画など 

⇒ 「環境事業概要 平成 19 年版」（作成中）参照 

第３章：環境の現況 

内容：大気汚染などの公害、ごみの現況について 

⇒ 「環境事業概要 平成 19 年版」（作成中）、「明石市環境の現

況 平成 19 年版」参照 

第４章：環境の保全及び創造に関する施策の実施状況 

内容： 「明石市環境基本計画」で掲げている施策の平成 18 年度実施

状況、「明石市環境基本計画」の改定について 

第５章：環境マネジメントシステムの現況 

内容： 明石市の環境マネジメントシステムに基づいて平成 18 年度に

実施した取り組み、ISO14001 自己宣言への移行について 

第６章：明石市地球温暖化対策実行計画の現況 

内容： 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき策定した

「明石市地球温暖化対策実行計画」による措置の実施の状況の

公表を目的としたもの、「明石市地球温暖化対策実行計画」の改

定について 

第７章：参考資料 

内容： 環境基準、要請限度、用語集、市内 ISO14001 及び EA21 認証

取得事業所一覧等 

第８章：年次報告書にかかる意見 

内容： 平成 17 年度年次報告書、環境レポート 2006 及び平成 18 年度

年次報告書の素案に対する意見と措置対応を掲載 

 
※ 「環境の現況 平成 19 年度版」及び第４章～第８章の詳細な内容につ

いては、別紙のとおり 



資料３
明石市環境基本計画の推進について 

 

１ 答申から基本計画（改定版）の策定まで 

○基本計画見直しの答申 

  平成 19年 3月 27 日 明石市長に「明石市環境基本計画の変更」について答申を受ける。 

○基本計画の改定  

  平成 19 年 3 月 30 日 答申内容に基づき、明石市環境基本計画の改定を行う。 

○基本計画（改定版）の公表 

  平成 19 年 5 月 15 日 明石市環境基本計画（改定版）を公表する。 

            広報あかし掲載、ホームページに掲載、冊子の配付 

 

２ 基本計画推進組織設立への動き 

 19 年度に入り、基本計画を推進するための基盤となる「（仮称）環境パートナーシップ会

議」を設立していくため、設立準備会を立ち上げ、活動を行ってきた。 

○準備会の開催 

見直しでの各部会幹事と有志（計 8名）により、準備会を開催。 

第１回を 4月 24 日に開催後、現在までに７回開催。 

会則制定、推進メンバー集めの方策についての検討、リーディングプロジェクト推進の準

備などを行っている。 

趣旨書、推進メンバー募集パンフレットの作成、役員の人選、参加依頼する事業所等の選

択、ロゴマークの決定、設立総会・イベント実施の検討など 

○全体会の開催 
 基本計画の見直しに参加した市民委員全員を対象とした全体会議。 

 第１回を 5月 29 日に開催し、現在までに 4回開催。 

準備会の内容報告、推進組織の名称決定、各参加者の所属部会（自然・エネルギー・ライ

フスタイル）の決定、イベント内容の検討など 

○庁内説明会の開催 

  9 月 5 日 リーディングプロジェクト関係課（環境部ごみ対策課など１２課）を対象に

実施。 

  計画推進の役割を担う立場として、例会への出席など積極的な参画や、事業に関する情

報提供を依頼。 

○組織の立ち上げ 

 10 月 8 日の設立総会において、市民、事業者、行政で構成する推進組織を発足させる。

その後、平成 20 年度事業でのリーディングプロジェクトの推進について検討していく。 

○先行事業の実施 

 先行事業としてリーディングプロジェクトに関連した取り組みを実施できる場合は、積極

的に取り組んでいる。（「金ヶ崎公園での環境学習」「家庭でできる温暖化防止」など） 
 
 



「エコウイングあかし」について 

 「エコウイングあかし」は、明石市環境基本計画を推進するための組織で、平成 18 年度

に、明石市環境基本計画の見直しを、三者協働で実施した際に作り上げた 13 のリーディン

グプロジェクトを三者で推進していくためのもの。 

従来の行政主導の組織ではなく、市民・事業者・行政の三者が主体的に参加し、それぞれ

ができることを、より効果的にやっていくパートナーシップ組織である。 

  

名称及びロゴ・シンボルマークについて 

 「明石市環境基本計画推進パートナーシップ協議会」を正式名称、「エコウイングあかし」

を愛称とするが、広報や協議会の活動では「エコウイングあかし」を積極的に使用する。 

「エコ」は環境一般を表し、「ウイング」は翼。 

エコの風が大きく翼を広げ、明石に広がるイメージとともに、東西に長い明石の地形も表し

ている。 

また、市民・事業者・行政の三者をつなぎ、覆う翼を意味している。 

ロゴ・シンボルマークは、パンフレットなどの広報資材への掲載のほか、チームウェアや

啓発グッズへの利用を考えている。 

 

３ 今後の予定 

○推進組織メンバーの拡充 

 準備会メンバーや見直しに関わった市民委員のほか、市民団体や市内事業所へ参加の呼び

かけを行うとともに、リーディングプロジェクト関係部局の行政職員にも関わりを求めてい

るが、さらにメンバーの拡充を要するため、具体的な人選を準備会にて検討し、継続して事

業者への参画依頼や一般市民の参加募集を進めていく。 
○設立総会及びイベント 

 10 月 8 日（月・祝）生涯学習センターにおいて、午前中に設立総会を開催し、総会後の

午後からは環境基本計画の内容やエコウイングの活動などを市民に紹介していくイベント

を実施する予定。 

○推進活動の具体化 

 19 年度下半期におけるリーディングプロジェクト推進の取組みを具体化していく。 

 20 年度の取り組みに対する予算要求内容の検討を行う。 

 

 

 



第３５回 明石市環境審議会 

 

日時 平成１９年９月２６日（水）午後２時００分 

場所 サ ン ピ ア 明 石 ５ 階 フ ロ イ デ ホ ー ル 

 

○事務局Ｄ それでは、定刻も参りましたので、ただいまから第３５回明石市環境

審議会を始めさせていただきます。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、まことにありがとうござ

います。まず、議事に入りますまで、私が進行させていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 最初に、お手元にお配りしております資料について、ご確認させてい

ただきます。まず、本日の環境審議会の次第でございます。それから、

資料１といたしまして、明石市環境審議会委員名簿でございます。次に、

資料２といたしまして、本日の議事の中心となります「平成１８年度年

次報告書～明石の環境～について」というタイトルをつけました一枚物

の用紙と、これは事前に資料を郵送させていただいておるんですが、年

次報告書の冊子でございます。もしお手元になければお申し出いただき

たいと思います。次に、資料３といたしまして、「明石市環境基本計画の

推進について」という一枚物の用紙でございます。以上の４点でござい

ますけれども、お手元におそろいでしょうか。 

 それでは、資料はお手元に行き渡っているようでございますので、次

に進めさせていただきます。 

 本日の環境審議会でございますけれども、審議委員１８名中、現在１

０名のご出席をいただいております。したがいまして、過半数のご出席

ということでございますので、定足数を満たしておりますことから、環

境基本条例施行規則第２３条第２項の規定に基づきまして、本日の会議

は成立していますことをご報告申し上げます。 

 引き続きまして、次第の１に移らせていただきます。 

 今回は、今年度に入りまして初めての審議会ということでございまし

て、ご出席の委員の皆様と事務局の職員のご紹介をさせていただきます。 

（審議会委員・事務局自己紹介） 
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○事務局Ｄ それでは、次第に基づきまして、これより議事に移りたいと思います。

環境基本条例の施行規則第２３条第１項によりまして、会長が議長とな

ることになっておりますので、会長さん、これ以降の議事の進行をよろ

しくお願いいたします。 

○会  長  それでは、３５回を数えることになりましたが、環境審議会を今から

進めてまいりたいと思います。 

 今日の議題は２つございまして、平成１８年度の年次報告書について

ということで、これは例年、「明石市の環境」という冊子を編集し、発行

し、またＷｅｂでも公開しております。例年どおりでございますけれど

も、しかし一方で、第３番目の議題にございます環境基本計画がこのた

び改定されましたし、今日配付されている資料等を見せていただきます

と、次の１０月８日には、皆さん方にお集まりいただくような設立イベ

ントも催されるということでございますので、この間、明石市の環境計

画、あるいは環境に関する取り組みの中でパートナーシップ組織をつく

って運用するということについて非常に大きな課題であると言われてお

りましたが、３４回から３５回の審議会の間にそういった組織が立ち上

げられるということでご準備いただいたことに対して、私、敬意を表し

たいと思います。今後とも、そのパートナーシップ組織「エコウイング

あかし」において、ぜひ盛んな活動を進めていただきたいということを

最初に申し上げまして、この後の年次報告書及び基本計画の推進につい

て皆様方のご意見を賜りたいと思います。 

 それでは、最初に年次報告書について、既にお送りしてあるというこ

とでございますが、かいつまんで事務局からご説明をお願いしたいと思

います。公開ということで原則進めておりますので、皆様方委員に配付

されている資料については、参加されている傍聴の方にも同じものを配

付してあるということで進めていただいております。 

 それでは、事務局、説明方、よろしくお願いします。どうぞ。 

○事務局Ｃ 平成１８年度年次報告書（案）につきまして説明させていただきます。 

 年次報告書につきましては、明石市の環境の保全及び創造に関する基

本条例、いわゆる環境基本条例第１８条の規定に基づき、環境基本計画

の適正な進行管理を図るため、毎年、環境の状況及び明石市が環境の保
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全及び創造に関して講じた施策の状況等についての報告書を作成し、公

表するものでございます。 

 また、同条第２項におきまして、年次報告書について環境審議会の意

見をお聞きし、ご意見の趣旨を尊重して必要な措置を講ずるものとして

いることから、本日の審議会にお諮りさせていただくものでございます。 

 恐れ入りますが、資料２の、「平成１８年度年次報告書～明石の環境～

について」をごらん願います。先に下のほうの平成１８年度年次報告書

の概要についてから説明させていただきます。 

 年次報告書の編集手法等につきましては昨年度と同様に進めておりま

す。 

 次に、年次報告書は第３章、明石の環境の現況としまして大気汚染な

どの公害対策の状況やごみ処理の状況、第４章、環境の保全及び創造に

関する施策の状況としまして改定前の環境基本計画で掲げています施策

の実施状況、第５章、環境マネジメントシステムの現況としましてその

取り組みの成果を、第６章、明石市地球温暖化対策実行計画の現況とし

まして明石市地球温暖化対策実行計画の実施状況の公表を目的にしたも

のなどが主な内容となっています。 

 昨年は、年次報告書素案を９月の審議会にお諮りした上で修正した案

を公表し、市民の皆様方からのご意見を募り、１２月１５日に年次報告

書として公表しております。 

 今年度につきましては、素案の段階で環境審議会委員の皆様だけでな

く、８月１５日から３１日までの間に市民の皆様からもご意見を募り、

それをもとに素案を修正した年次報告書（案）を本日の審議会で検討し

ていただくことにしております。 

 資料２の平成１８年度年次報告書の公表について（予定）に記載して

いますように、本日の審議会の意見をもとにさらに必要な修正を加えた

後、できれば１０月中に平成１８年度年次報告書を公表してまいりたい

と考えているところでございます。 

 公表に当たりましては、Ｗｅｂサイトの明石市環境部のホームページ

である「ＥＣＯＩＳＴ」で公表しますが、必要に応じてＣＤや印刷物と

して配付させていただきます。 
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 それでは、年次報告書の各章ごとに説明させていただきます。別冊の

資料、平成１８年度年次報告書（案）をご参照願います。 

 まず、第１章から第３章までは、既に公表しています明石の現況と、

来月公表予定の環境部事業概要と内容が重複していますので、昨年度か

ら省略をさせていただいております。 

 第４章、環境の保全及び創造に関する実施状況、２ページをお開き願

います。 

 第４章は環境の保全及び創造に関する実施状況ということで、改定前

の環境基本計画の施策の実施状況についての報告書になります。昨年度

の審議会でも議論になったところではありますが、市民の皆様や事業者、

市民団体も含めた明石市全体の環境の取り組みを報告するところまでに

は至っておりません。市が進める施策の実施状況であり、それぞれの施

策の推進に当たって市民の皆様や事業者との協働の取り組みができたと

ころは、その取り組みについても言及できていると思いますが、市の施

策の実施状況ということで、行政主体の報告書となっているところです。 

 このことに関しましては、改定した環境基本計画が市民の皆様と事業

者、行政の三者の取り組みのリーディングプロジェクトの推進というこ

とが中心となってまいりますので、年次報告書の編集方針の段階から三

者のかかわりについて検討することになるものと思っております。 

 今年度につきましては、そうした市全体の報告書となっていないとい

うことを最初にご了承していただきたいと思っているところでございま

す。 

 内容につきましては、既にごらんになっていただいていると思います

ので、主立ったところを説明させていただきます。 

 ５ページになります。 

 改定前の環境基本計画のリーディングプロジェクトとして４つありま

した。環境教育の推進、エコオフィスの推進、環境マネジメントシステ

ムの導入と、ここにあります３の（１）の（仮称）環境共生懇話会の創

設に向けた自主的連携型市民活動の支援の４つでございます。これまで

に、パートナーシップを進めていくための市民講座の開催や市民団体等

との連携の取り組みを進めてまいりました。 
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 こうした取り組みのもと、昨年度は公募市民を中心とする環境パート

ナーシップあかし市民会議による環境基本計画の見直し作業を進めるこ

とができました。 

 ８ページをごらん願います。 

 特にごみの減量、リサイクルの推進ですが、ごみ発生抑制の促進を図

るため、大規模な建築物の所有者、いわゆるビル管法で規定する３,００

０平方メートル以上の建築物や大規模小売店舗から事業系一般廃棄物の

減量計画書の提出などや、廃棄物の多量排出事業者を対象としたオフィ

ス古紙リサイクル研修会を開催し、リサイクルの必要性を訴えてまいり

ました。 

 また、１３ページになりますが、ため池の保全及び整備ですが、農家

だけでなく地域住民が協力して貴重な自然、水辺空間であるため池を守

るため、ため池クリーンキャンペーンを１５地区、３２カ所で実施する

とともに、ため池の管理活動だけにとどまらず、今後のため池のあり方、

整備の方向をため池管理者と地域住民が主体的に協議し、実践する推進

組織としてため池協議会が１２カ所で設置され、ため池を生かしたまち

づくりが進められています。 

 １６ページには、環境基本計画の改定について記載しております。後

ほど、次の議題で説明をさせていただきます。 

 第５章、環境マネジメントシステムの現況、２０ページをごらん願い

ます。 

 第５章では、環境マネジメントシステムの取り組みについての報告で

ございます。ご存じのように、環境マネジメントシステムはＰＤＣＡサ

イクルを構築し、継続的な改善と環境負荷の低減を図ろうというもので

ございます。 

 その環境目的及び目標の設定につきましては、環境に有益な事業を各

部で目的・目標に設定するとともに、エコオフィス活動につきましては、

各課ごとに目標を設定し、さらなる改善を図っています。なお、その取

り組みの結果につきましては２１ページ以降に記載しております。 

 ２４ページの一番下のところでございます。５、自己宣言への移行で

ございます。 
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 環境マネジメントシステムを導入して６年が過ぎました。この間の取

り組みでエコオフィスや公共事業における環境配慮の取り組みについて

職員の意識も向上したこと、ＩＳＯ１４００１のノウハウも得られたこ

と、規格との適合性を重視することが少ないことなどから、今年３月に

は審査登録機関による審査及び登録をやめ、明石市自らの責任で規格の

適合性を自己宣言する方式に改めました。 

 しかしながら、システムの透明性や客観性の向上、マンネリ化への防

止等の問題を解決するため、明石市と同様に自己宣言に移行した尼崎市、

西宮市に加え、宝塚市、伊丹市との５市の間で自治体間相互監査の覚書

を締結し、相互に内部環境監査に加わる仕組みを今年度から進めており

ます。 

 本日、事務局職員がその関係で伊丹に行っております。 

 次、第６章、地球温暖化対策実行計画の現況でございます。２８ペー

ジをごらん願います。 

 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成１３年３月に明石

市地球温暖化対策実行計画を策定しました。この実行計画は、明石市が

管理できる範囲である市役所及び出先機関、学校、幼稚園、公園及び街

灯などを対象に、温室効果ガスの排出削減を目指すものでございます。

昨年度は実行計画を改定し、平成２２年度の温室効果ガス排出量を平成

１７年度に比べ６％削減に努めることを目標としました。 

 平成１８年度は、電気使用量の削減や廃棄物焼却量の削減により、平

成１７年度の基準年に比べ５.１％の削減となっています。 

 実行計画の目標達成を確実にするためにも、今後とも電気使用量の削

減などに取り組むとともに、廃棄物の削減、とりわけプラスチック類の

削減を進めていくことが重要であると考えています。 

 第７章は参考資料ということで、環境基準や用語集を記載しておりま

す。用語集につきましては、一部記述内容に古い情報がありましたので、

素案での内容から修正しているところがあります。 

 第８章については、年次報告書に係る意見でございます。７２ページ

をお願いいたします。 

 ３の「平成１８年度年次報告書の市民意見について」以降が素案に対
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する審議会委員並びに市民の６名の皆様からいただいた１２のご意見と

その対応でございます。 

 特に７３ページ、最下段の第５章のグラフのプロット、及び７４ペー

ジの一番上の市内のＩＳＯ１４００１登録事業所一覧、それから、７４

ページ最下段のご意見につきましては、今回の案の段階で修正している

ところでございます。 

 以上、年次報告書（案）の説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○会  長  ありがとうございました。 

 それでは、ご説明いただいたとおりでございますが、先ほど、ＩＳＯ

と呼ばないほうがいいと思いますけど、自己宣言に移行したところの５

市の名前は、印刷物、西宮市のところが間違っていましたね。 

 それと、容積をあらわす単位は通称、皆さん、立米という言葉を使わ

れるようですが、立法メートルだと思いますので、そこは直しておいて

ください。 

 どうぞ、では、ごらんになられて、年次報告書として市民の皆様方の

ご意見もいただいた上で、今日ご提出されているということでございま

すので、大きなところについては、基本的には私たちの考えているとこ

ろと一致していると思っていますが、さらにご意見をいただきたいと思

います。どうぞ。 

○委 員Ｉ ２点ございまして、１点は質問なんですけれども、まず２ページなん

ですが、環境教育・環境学習の推進というところで、学習の中で環境を

取り上げた学校数という表がついていると思います。ちょっと気になる

のは、小学校は横並び、２８校中２５校。中学校が１３校中、平成１６

年の７校から６校に減っているというところで、この辺、教育として環

境教育をどう強化していくかというところで１つ課題があるんじゃない

かなという感じがしました。これ、どうこうせえということじゃないん

ですけども、少し気になる点かなと。 

 それともう１つは、これは少しコメントを入れられたらどうかなと思

うところが、２１ページ、２２ページ、環境マネジメントの実績、対平

成１６年度に比べてプラスマイナスということで表がついておって、そ
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の説明が２２ページからついていると思うんですけども、２１ページの

表からいうと、平成１６年度に比べて増加しているのが都市ガスとコピ

ー用紙、この２点が増加している形になっておりまして、その説明は次

のページから、都市ガスについては平成１１年度、基準年と比べたら減

っていますよと。ただ、コピー用紙については、基準年と比べても増え

ているということなので、この辺の理由の少し何か分析が必要じゃない

かなという感じがいたしました。 

 以上です。 

○会  長  ありがとうございます。 

 それでは、環境教育の部分についての中学校の取り組み等についても、

若干のご説明をいただくということで、事務局でお答えいただけますで

しょうか。 

○事務局Ｃ 環境教育の部分ですが、ちょっと中学校は、すみません、わからない

です。中学校、その前の年、６校から７校に増えて、６校、６校という

ことで、どうしても先生によってどういう分野に力を入れるかというの

がありますので、そのあたりの要素が大きいのかなというイメージは持

っております。 

 それから、小学校についてもあまり増えていないんですが、小学校の

ほうは、今年度からなんですが、環境体験事業というのが兵庫県下で始

まりまして、今年は小学校６校、来年は６割ということで大体十数校、

再来年度から全校でそういう事業をしていくとなっております。そうい

う中で、今、小学校の環境教育担当者会という組織がありますので、そ

ちらと地球環境課とで連携をとって、学校、教育委員会、それから地球

環境課と、どういうかかわりができるのか、ご協力ができるのかという

ことで、今、進めておりまして、できるだけ多くの学校で環境教育を進

めてもらえるような仕組みを、今、模索しているところで、既に２校で

は、私ども職員がかかわってやっている部分もありますが、今後、もう

ちょっと増やしていきたいなと思っているところでございます。 

 それと、２２ページのコピー用紙なんですが、最初のころと大きく違

うのが私もコピー用紙かなと思っています。昔は、わりと印刷した帳票

を使っていまして、それに手書きをしているとか、あと、プリンターで
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打ち込んだりするような作業が結構あったんですが、現在、そういう印

刷帳票というのがなくなって、いわゆるファイル形式で様式がありまし

て、そこに打ち込んだものをプリントアウトするということで、コピー

用紙、プリンターから出る用紙を使う割合がかなり増えてきたというの

が一番大きな要素かなと思っております。 

 ですから、役所のいろんな帳票の中で今まで印刷したものを使ってい

たんですが、それがかなり減ってきている。ただ、それだけでよしとす

るわけではなくて、やっぱりコピー用紙を減らすために、例えばよそで

は１人１日１枚減らしましょうという取り組みもしていると聞いていま

すので、何か新しい取り組みが必要やろうなというのは痛感していると

ころです。 

 以上です。 

○会  長  ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。ほかにございませんでしょうか。 

 範囲としては、平成１８年度年次報告書素案に対する市民のご意見に

対するご回答の内容等についても皆さん方のご意見、お出しいただけた

らと思いますが、そういうところを含めて。どうぞ、委員Ｆさん。 

○委 員Ｆ ８ページの（２）の生ごみ、枝葉等の堆肥化の促進のところなんです

けれども、市の財政も苦しいので助成制度を廃止したといって、一般の

家庭のことを書かれているんですけれども、ここに事業者ということで、

その事業者を先導する明石市として、どういう考えでおるのかというこ

とを実際に書いたほうがみんなの見本になるのと違うかなと、個人的に

は思ったんです。 

 といいますのは、今日、午前中に市民病院と教育委員会、これはそれ

ぞれ給食を出しているところなんですけれども、お聞きすると、実際に

普通の形でごみとして出しているだけで、堆肥化とか、バイオで分解す

るとかいうことを計画しているようなお考えは、現状はないと。ただ、

突っ込んで聞いてみると、近い将来、地球温暖化対策でそういう指示も

出るやろうし、それぞれの部門でも考えていかなあかんやろうなという

ご意見でございました。 

 そういう意味では、そういうこともこういう中に入れたほうがいいの
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かなと、個人的には思いました。それが１点。 

 もう１つは、３４ページなんですけれども、地球温暖化対策の最近の

動向で、この前から、北極の氷が溶ける速度がむちゃくちゃ速くなった

ということが報道されております。この最近の動向の中にそういうふう

に地球温暖化が急速に進んでいる、それで、もっと馬力を上げて地球温

暖化対策に取り組まなければならないような、そういう項目も入れられ

たらいかがかなと思いました。 

 以上です。 

○会  長  ２点挙げられたと思いますが、いかがでしょうか。 

 まず生ごみの資源化に関する市の及ぶ範囲での率先、実行の取り組み

ですね。 

○事務局Ｂ 今、委員Ｆさんがおっしゃった生ごみの件でございますが、このたび、

この審議会と違った資源循環審議会で一般廃棄物処理基本計画が見直し

になって、その中で、例えば市内小学校で給食に使っております廃食用

油、今は業者に頼んで処理していると。そのあたりについて再度考えて

いこうという考えを持っております。 

 それと、小学校の堆肥、そのあたりについても、来年度ぐらいから小

学校の先生を対象に環境学習としてやっていこうという考え方を持って

おります。 

 以上でございます。 

○事務局Ｃ もう１点、委員Ｆさんからの最近の動向のご指摘なんですが、２３日

付の朝日新聞だったか、そのころに出たと思うんですが、北極の氷、今、

非常に厚さが４割ぐらい薄くなって、氷の覆っている面積も非常に減っ

てきたという報道がありました。皆さんご存じのようにＩＰＣＣという

政府間パネルの第４次調査報告書というのが今年２月、４月、５月に出

まして、今、非常に危機的な状況ということが言われていまして、その

中で２１００年までには北極の氷、夏場はなくなってしまうんじゃない

かと言われていますが、それ以上に、現実はもっと３０年早く氷がなく

なってしまうという報道が今あるのも事実です。 

 このあたりの情報をどうお知らせしていくのかというのが、今後、い

ろんな機会をとらえて、地球環境課としてはしていかなあかんなと思っ

－10－ 



ていますが、年次報告書としては、最初にお話しさせてもらいましたよ

うに、明石市の取り組みについて報告していくという部門であったり内

容ですので、啓発資料として、また別のものを考えていくことが適切か

なと思っています。 

 あと、特に大きいのは、一昨日ですか、国連のハイレベル会合が終わ

りまして、京都議定書を超えたような取り組みをしていかなあかんとい

うのがかなり認識されていった中で、ほんとうにこの１年、地球温暖化

の取り組みは大きく変貌していくやろうと認識していますので、その辺

も踏まえて、そういう啓発事業を含めて考えていきたいなと思っていま

す。よろしくお願いします。 

○会  長  ありがとうございました。 

 こういった年次報告書の意義というのは確かにあるんですけど、地球

温暖化対策の１カ月刻みぐらいの大変大きな動きということを紹介して

いくような連続的な媒体の考え方をもう少し丁寧に、やっぱり考えてい

くべき時期だなと思います。それはリーフレットでもいいし、ある種、

Ｗｅｂで公開していく情報の中身を新鮮にしていくというのも大事だと

思います。よろしく取り組んでください。 

 どうぞ、ご意見をいただきたいと思いますが。委員Ｇさん。 

○委  員Ｇ  ７４ページ、省エネとか、ＣＯ ２ の削減とか、自然エネルギーの活用

とかいうのがどのぐらいのレベルでなっているかというのは、昨年も私、

質問してお願いしましたけれども、ここには検討すると書いてあります

けれども、市の関係が５.１％減っていることになっています。一般的に

はものすごく上がっていっているのに、これはすばらしいことだと思い

ます。けれども、それに対して各市民のレベルがどうなっているかとい

うのは、私としては、非常に知りたいわけです。私は、個人的に県に行

ったりしていろいろ調べてみましたが、結局わからなかったわけです。 

 また、自然エネルギーについては、太陽光発電は私も自分でやってお

り興味があるのでいろいろ調べてみました。結果として、２００６年の

兵庫県全体での住宅用太陽光発電のキロワットというのが出ているわけ

です。人口が兵庫県は５５０万で、それに対する明石の実績がでていま

す。１,６００キロワット、人口も２９万。それを割り算してみると、明
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石市は市民一人当たりの太陽光発電というのが県全体に比べたら３分の

１なんです。それを見て私は唖然としたわけです。これはいかんなと思

って。この数字が正しいかどうか、私個人でやったので一度検証する必

要はありますが、そういう省エネとかいろんなもののデータを出すと、

市民も「これはいかん」といって頑張るというのか、励みになるという

のか、これは責任持ってやらないといけないというようなことになると

思うんです。太陽光発電は私だけがやったので、もう一度検証しなけれ

ばなりません。 

 ということで、私が何回も言っているように、省エネしたとか、いろ

いろしたということは、やっぱりできるだけ数値で出るようなことをす

べきで、関西電力と大阪ガスというのは、これ、個人情報ですけども、

議会が承認したか何かすれば、絶対、データは出るはずです。だから、

それだったら、人口で割ったら各家庭のＣＯ₂ がよそに比べてどうやと

いうことが出ます。そういうふうにしないと、最終的には明石市のＣＯ

₂ の削減とかそういう活動がうまくいかないのではないかと私は思いま

す。今後検討すると書いてありますから、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○会  長  いかがでしょうか。しかし、２年も３年もずっと言っていますよとお

っしゃっておられるので、そろそろ実行していただかないといかんので

すが、いかがですか。 

○事務局Ｃ 今年、地球環境課というのができまして、市長とお話しする中で、や

っぱり明石市として温室効果ガスの排出量、市全体として数字として出

すべきではないかと言われております。その上で、削減目標はどれだけ

で、具体的にどうなのか、どのぐらいの効果が出るのかというのが見え

なかったら運動として取り組みにくいやろうと。まさにそのとおりやと

思います。 

 そういう意味で、排出量とそれに基づいた目標、すべての市民がなる

ほどと納得してやっていけるような行動プランというのを立てていかな

あかん。それが使命かなと思っているところです。 

 では、具体的に明石市民を含めた明石市全体の排出量をどうやって計

算するのかというのは非常に難しい問題が多々ありまして、いろいろ今
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研究しているところです。 

 先ほど説明しました地球温暖化対策実行計画というのは、地球温暖化

対策の推進に関する法律の第２１条の規定で市町村、自治体に義務づけ

られている計画ですが、２０条に市全体の取り組み、いわゆる地域推進

計画を定めるように努めることという条文がありまして、努力規定とい

うことで、今まで悩んでいたわけですが、環境省は今年、法改正して、

条文は一緒に見えるんですが、これも義務ですよという方針になりまし

た。実は来月、環境省が兵庫県に来まして、各市町村に説明会をして、

それぞれの地域で地域推進計画をつくりなさいという指導を受けること

になっております。 

 先ほどの市長の話にもありましたし、そういう国の動きもありますの

で、明石市全体の排出量は一体何ぼなのか、大体１５０万トン近くかな

と想定はしているんですけども、それを出して、市民全体で何ぼ減らせ

るのか、そのためにはどうしたらいいのかというような取り組みを今後

進めていかなあかんのかなと思っています。 

 ですから、かなり状況として、やっていかなあかんという状況に迫ら

れたなと思っております。 

 以上です。 

○会  長  委員Ｅさん、関連してのご意見ですね、どうぞ。 

○委 員Ｅ まず、今日は平成１８年度の年次報告書ということで結果論を審議す

るということで、中身的にどうこうということは、過ぎた話なのであま

りどうこうは言いたくないんですけども、今後なんですけども。 

 私が事前に読ませてもらった内容で非常に不満を持ったのは、内容的

なものが行政の範囲内だけでまとめられているということです。直接、

行政の届く範囲、行政が直接かかわる部分。企業とか、まちの生活、こ

ういったものについて全く触れられていないということで、明石全体の

行政のリーダーシップをとる部署でありながら、行政の範囲内だけとい

うことであれば、とても環境と言えるようなレベルのものじゃないと思

うんです。 

 今日もお見えですけども、明石に事業所を置いていただいています大

企業である川崎重工業さん、ここと何を比べても、ボリュームとしては
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多分明石市のほうが少ないと思います。環境としては非常にしっかりと

取り組んでいただいておると思いますけども。 

 そういったことで、企業とか、まち、そういったもので全体ではつか

みにくいとおっしゃられているんですけども、例えば明石のガソリンス

タンドのガソリン量は全部でどのぐらい使っているんやとか、これは市

外から来た車もあるでしょうけども、例えば基本的に明石で給油した分

は明石で使うという見方でとらまえてみると、今度は行政として少しで

も減らす方向に取り組んでいく方向づけを示すというようなことで、排

水もしかりですし、大気にかかわる部分もそうですから、全体量をどう

いった形でまずつかむということでの努力、そしてまた、それを減らす

という工夫、こういったものをやはり明石市の環境行政ですから、明石

市役所の環境だけの話じゃないので、この辺は私も、今後ですけども、

どういった取り組みをしていくということでの中でよくお話しさせてい

ただきたいと思うんですけども、明石市の全体の環境をつかさどってい

るこういった部署ですので、コピー用紙１枚がどうこうということも大

事ですが、この取り組みが明石全体に広がってこそ値打ちのある話なの

で、明石市の役所内でペーパー１枚がどうやこうやだけで終わらずに、

明石市全体の行政をつかさどっているという自覚と信念を持って、ぜひ

もっと大きな視野で取り組んでいただけたらなと思っております。よろ

しくお願いします。 

○会  長  ありがとうございました。期待と要求に近いものも入っているかと思

いますけども、ぜひ受けとめていただきたいと思います。 

 なお、地球温暖化対策の地域推進計画、これは明石市はまだ取り組ん

でおられませんけども、多くの自治体が既に策定をされて、なおかつ、

場合によっては、その達成度について不十分であるという見直しも進め

ているところがたくさんあります。 

 早くそういった経験を取り入れていただきたいと思っているんですが、

既に、例えばガソリンスタンドの販売額、売上高というのは１つの指標

になるんじゃないかとおっしゃったんですが、交通手段としての車を利

用するというレベルでも、明石市内でＣＯ ２ がいかほど発生しているの

かということを推計するのはなかなか面倒なことだと一般的には言われ
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ていますし、さらにそれに、例えば公共交通を充実させるとかいうこと

をやった場合に、どれぐらいの効果が認められるのかということも計画

の中に織り込もうとすると、これもまた大変なことだと言われています。 

 それから、統計のとり方というよりも考え方のレベルで、二酸化炭素

の排出というのをどこでおさえるかということについても若干混乱があ

ることは事実であります。例えば下水の処理をして広域で汚泥処理をす

るということになりますと、汚泥処理そのものに係るエネルギーの投入

を、例えば焼却をするための前処理が要りますなんていうことをやった

場合、本来ですと、その処理を広域で行っている場合に、なぜその自治

体が分担しなきゃならないのかということになりますので、本来ですと

発生源に帰属させてやらないといけない。ところが、もしそこで下水の

汚泥を有効利用してガスを回収して利用するとなると、今度は二酸化炭

素削減効果になるんです。これもまたどこへくっつけたらいいのかとい

うようなことで、なかなか面倒な部分って結構あるんです。それは先ほ

どの太陽光発電なんかも同じでありまして、一生懸命努力したことが削

減という形で勘定される仕組みというのは、我々の場合はまだ十分に持

っていないんです。 

 ですから、単純に推計量をとにかく出すのが目的だと思わないで、施

策効果があらわれるような集計の仕方を初めから工夫されるというのは

非常にポイントだと、委員Ｇさんのご発言も聞いていまして感じていま

すので、先行する地域推進計画をよくごらんになられて、それを学んだ

上で早くキャッチアップして追い抜いたいい案をつくってください。 

 そのときに、やっぱり市民の皆さん方と協働しておつくりになられる

というのは非常に大事なことですから、行政だけでやるのではなくて、

今後できるパートナーシップ組織の皆様方と一緒になっておつくりにな

られるというのは非常に大事だと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、どうぞ、続いてご意見いただきたいと思いますが。委員Ｈ

さん。 

○委 員Ｈ 先ほどの意見と関連するんですけれども、私も読ませていただいて、

前からもちょっと意見も述べさせていただきましたが、実行計画と目的
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及び対象範囲の２８ページの項目がやはり一番気にかかるんです。 

 今回、平成１７年度の排出を基準にしてということですから、そした

ら、この対象範囲などがやはり減っているのではないかなという感じが

しています。それは指定管理とか、委託とか、市全体の問題で、平成１

７年度から外れたものがあるのではないか。その場合は、やはりそれを

足した数値でなかったら正しいというか、正確なところが出てこないの

ではないかなと。そこを今回の実施計画と対象範囲を見まして少し感じ

ました。それはどうなっているのか、お尋ねしたいと思います。 

○会  長  ありがとうございます。 

 この件もなかなか難しい点ですが、ちょっと事前に申し上げるとした

ら、ただ単に昔のデータを探すの大変だという形のご回答でないように

お願いしたいんですけど。 

○事務局Ｃ 最初にお話しさせてもらいましたように、地球温暖化対策実行計画と

いうのは法律に基づいて市町村がするものということで、昨年、ガイド

ラインのことでちょっといろいろ怒られたみたいですが、ガイドライン

がありまして、そこに基づいてやっていくということで、委託している

ところについては外すという考え方が基本になっているということで、

それを踏襲しています。 

 地球温暖化対策実行計画、これは法律で決まってしないといけないの

でやっているということと、あと、やっぱり市が責任を持って減らせる

ところ、ここでは確実に減らしていきたいという思いがあって取り組ん

でいる計画です。このバックにはＩＳＯの取り組みであったりとかいろ

んな、少しでも減らしていこうという取り組みをやっている成果という

ことで、数字としてあらわしています。ですから、平成１３年度つくっ

てから指定管理になったところ、それから委託として外れたところにつ

いては平成１７年度改定で外しています。これは法律に基づいてやって

います。 

 何回もお話がありますように、市全体の排出量、やっぱりこれをする

しかないんやろうなと思っていますので、それが地域推進計画というも

のですので、今後、そちらに力を入れていかざるを得んやろうなという

ことでご了解いただいたらなと思っています。 
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 この地域推進計画、今、神戸市、それと昨年、尼崎市、兵庫県下では

多分まだ２市しかできていないと。推計値を出すのが非常に難しい。ガ

スはわりとわかるんです。でも、電気になると、関西電力だけだったら

いいんですが、今、自分のところで発電しているところが工場ではすご

く多くなっています。ですから、石油を使って発電機を回して電気をつ

くっている。こうなると石油の量を押さえに行かないといけない。でも、

石油の量というのは、明石レベルでは全然つかめないというのが実情な

んです。市内のガソリンを押さえたらええやないかということもあるん

でしょうが、現実問題としてはその数字はなかなかつかめない。今特に

問題になっているのが発電機の問題があります。 

 そういうのは尼崎市さんもいろいろ苦労されて、１つの基準で推計を

されていったということなので、そのあたりを参考にしながら、国のガ

イドラインでは中小自治体ではそんな推計は要らんやないかというお話

もあるんですが、そういうのってやっぱり目標を立てていくには推計値

は必要やろうと思っていますので、そのあたり、研究しながらやってい

きたいなと思っているところです。 

○会  長  どうぞ。 

○事務局Ａ 委員Ｅさんの質問に関連してなんですけれども、私、おととし環境部

へ参ったときに実は同じ思いがいたしまして、当時の担当の者に、電気、

ガス、水道を含めて、せめてガソリンぐらい把握できるのと違うのかと

いうことでかなり叱責したことがあるんです。ところが、やっぱり今お

話が出ましたように、ガソリンについては、なかなかスタンドの数字が

出ないという話でした。ほんとうやろうかと思いまして、会長、実は私、

県のガソリンの協会がございますね、そちらへ電話を入れたんです。そ

うしましたら、やっぱり兵庫県単位、県単位では把握できるけども、市

町村単位では数字が出ないということなんです。ほんまやろうかなと思

って、今度、明石市のガソリンスタンドの協会のメンバーに知り合いが

おりますので、実はこういうことで今こんな仕事をしておるんやけども、

市内のガソリンの消費量を把握したいんやけども教えてもらわれへんか

というて頼んだんですけど、やっぱり数字としては把握できないという

ことでございました。 
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 ただ、事務局Ｃが申し上げましたように、さはさりながら、やっぱり

目標値を設定する中でチェックしていくというのが一番やりやすい形な

ので、県全体のガソリン量を人口で割るとか、車の台数で割るとか、荒

っぽいやり方もできんことはないので、そんなのも今後考えていく必要

があるのかななんて、事務局内で話はしておるんですけど。 

 以上でございます。 

○会  長  ありがとうございました。それでは、委員Ｃさん、どうぞ。 

○委 員Ｃ 委員Ｈさんと話はちょっと似ているかと思うんですけど、２９ページ

で、５年間の目標値を６％削減するという計算があるんですけれども、

これは、今現在の数値から計算されていると思うんですけど、毎年、民

生部門とか運輸部門でＣＯ ２ がどんどん増加している中で、この数値だ

ったらほんとうに全体的に６％削減というのは難しいのではないかなと

思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

○会  長  どうぞ。 

○事務局Ｃ ２９ページに地球温暖化対策実行計画の改定した目標設定の考え方と

いうのがあります。これは、明石市独自に目標を定めたというよりも、

日本が京都議定書で約束しました、９０年度比６％削減の目標値と合わ

せた、結果から言えばそういうことなんです。 

 ９０年から２００５年の間に８.１％、温室効果ガスの排出量が増えた

と言われています。そこから９０年度比６％減らすということは合計１

４.１％減らさなあかんということであります。その６％の中で京都メカ

ニズム、それから森林吸収、これが約５.５％ほどありますので、それを

除くと減らさなあかんのは０.５％、それに増えた８.１％、合計して８.

６％を、ほんとうは２００８年から１２年の間の平均値というか、合計

値を１年当たり６％減らして、すみません、ちょっとややこしい話なん

ですが、ほんとうはこれじゃないんですが、２０１２年までにその分は

減らす。ただ、計画としては２２年なので、按分すると、たまたま京都

議定書の６％と、この６％が一緒になったということなんですが、考え

方は京都議定書の６％減らすというのをそのまま持ってきただけと。少

なくとも明石市役所として国が約束した京都議定書の６％相当を努力し

たいという考え方で、これは前回も一緒でした。前回はたしか３％やっ

－18－ 



たと思うんですけども、同じような考え方でやっています。ちょっとわ

かりにくい表現になっていますけど、京都議定書の数字を使っているん

やとご理解いただけたらなと思います。 

○会  長  それで、それは達成できるのかとおっしゃっている。 

○事務局Ｃ 実は、平成１８年度に実行計画を改定したときに温室効果ガスの排出

係数というのを修正させていただいています。最初、平成１３年につく

って平成１７年までの間には排出係数というのはさわっていないんです。

毎年ほんとうは変わっているんですが、毎年変えると非常にわかりにく

い、努力して減ったのか、係数が下がって減ったのかわからないという

ことで、平成１８年度、排出係数をさわりました。何が起こったかとい

いますと、電気の排出係数は国の平均の０.３８４という一般的な数値を

使っています。それは変わらない、一緒やったんですけども、環境省が

出している廃棄物の焼却の排出係数が大幅に今回変わっているんです。

例えば平成１１年のころの数字を見ますと、電気の使用で出る排出ガス

の量と廃棄物の焼却によって出る量というのがほとんどニアリーやった

ということで、例えば３１ページに平成１７年、１８年の数字がありま

すが、これがほとんど同じ数字やったんです。ただ、排出係数が変わっ

たので、非常に一般廃棄物の焼却のウエートが大きくなってきたという

現状があります。 

 また、この廃棄物の焼却の原因は何かといいますと、廃棄物の中に含

まれているプラスチックの量、これが年々、結構変動が大きいんです。

その関係で増えたり減ったりはしているんですけども、今年、２５％ほ

どあったプラスチックの含有量が２３％ほどになったということで、６.

５％ほど下がったと。 

 それと、電気は、実は水道部で伊川谷浄水場を廃止にしまして３浄水

場に変えました。その関係で大幅に電気が減っています。それもありま

して、トータル的にも減っているんですが、廃棄物の割合が大きいので

大幅に減って５.１％、目標の６％にもうちょっとで届くようなところま

で１年で下がってしまったというのが現状です。ただ、これは廃棄物の

中のプラスチックの量によって今後どう変動するかわからないというこ

とで、確実に減らすためには、やっぱり電気の使用量を削減していくこ
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と、これが１つですし、あと、廃棄物の中にあるプラスチックの量を減

らす。そのためには３Ｒの問題、それから、今一部でやっています容器

包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別回収をどこま

で拡大していけるのかというあたりにかかっていると思っていますし、

仮にそれができたとすれば、計算上では１０％ぐらい削減できるので、

今後、環境部としては、そういうプラスチックの量をいろんな場面で減

らす取り組みをしていく必要があるのかなと思っていますし、それをす

れば達成は可能と、今、試算をしております。 

○会  長  委員Ｃさん、どうぞ。 

○委 員Ｃ 今、ご説明いただいたんですけれども、京都議定書の場合は国として

の取り組みなので、京都メカニズムで１.６％削減というのは可能かと思

うんですけれども、市としての削減計画を立てるに当たって、そこまで

加味していいのかなというので、数字的にこの６％というのはちょっと

甘口に市民としては感じるんです。 

 それと、先ほどプラスチック類の分別収集とおっしゃっていましたけ

ど、それは３０ページに記入していますけど、検討していますというの

は、具体的にどのような検討をされているのかもあわせて教えていただ

きたいんです。 

○事務局Ｃ 議定書の６％の中の森林吸収であるとか、京都メカニズムの割合の問

題があるんですが、やはり国民として減らす義務が出てくるのが残りの

０.５％やと。あとは国が京都メカニズムなり森林吸収というところで減

らします。残りは、国民の皆さん、頑張ってくださいねという考え方で

すので、それをそのまま明石も使ったということで、国と同じやり方で、

国が国民に求めている分、それを明石市がその分は削減したいという考

え方ではあります。 

 ただ、これはあくまで京都議定書を目指した取り組みということで、

先ほどから何回か出ています地域推進計画になると京都議定書どころで

はないと。一昨日の国連のハイレベル会合でも２０５０年６０％や、５

０％やという数字が出ていますけども、東京の福生市ですか、たしか２

０５０年に５０％削減というすごい計画を出されていたと思うんですけ

ど、本来、地球環境を守っていく、地球温暖化をとめるんやということ
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になれば、そのぐらいの数字の目標を立てて、そのためにどう行動する

のかというような壮大な計画になるのかなとは思っています。 

 ですから、これはあくまで実行計画、市が責任を持ってできる範囲で

確実にできるところでつかんだ数字ということでご理解願えたらなと思

っています。 

○事務局Ｂ 今、委員Ｃさんが言われたプラスチックの容器包装の研究ということ

でございますが、これは、明石市、平成１６年１１月から大蔵地区で１,

５００世帯を含めてモデル収集を行っております。当初は、播磨地区の

広域工場ができるということで進めたわけなんですけど、残念ながらそ

れがポシャってしまって、本来でしたら平成１９年からやる予定だった

んですが、工場がつぶれたという関係で若干おくれてきてはおるんです。 

 ただ、将来できるだけ早い時期に全市展開をやっていきたいと考えて

おります。ただし、財政的な問題がございますので、いろんなハードル

がございます。 

 以上でございます。 

○会  長  いかがでしょうね。 

 地球温暖化対策は、やはり地域推進計画にかなりの部分がポイントと

してゆだねられているという感じがいたします。これはすごく大きく期

待されると私は思うんですが、先行している３つの兵庫県内の自治体も、

それを推進することによって打開はできるという期待と、一部実践効果

が上がっているんですが、そうはいってもやっぱり難しいのは、今、事

務局Ｃさんがおっしゃった、国自体が６％で、しかも吸収及び、いわゆ

る柔軟な措置というところでの対応を大きく見積もっています。これは

見積もって、残りを国民がやってくださいと言ったのは本音じゃないん

です。本音は、やろうと思ってもやれないから、この部分のカウントを

したというのが日本の政府の今の実態だと思うんです。 

 しかし、６％でも達成は難しい、１４％ぐらいの超過になっているわ

けですから、極めて達成は難しいと言われている。そういう国レベルの

取り組みというのだけを明石市の地球環境課としてごらんになっている

と、ちょっと私は心配なところがあって、むしろ自治体の取り組みとい

うことで、世界的に、大都市でいうとロンドンなんかをはじめとしてニ

－21－ 



ューヨークもそうですけど、国に任せておってはできないんだというぐ

らいの意気込みでやっていますよね。そういうつながりというのを、精

神的にはせっかく地球環境課ができたんだから、あまり最初から遠慮が

ちにおっしゃらずに、最初は元気よくやってくれたらいいと思うんです。

そのうちやっぱり難しいことが山ほど出てくると思いますけど、元気よ

くやってほしいというのが私の会長としての期待でございます。よろし

くお願いします。 

 それでは、年次報告書として、ご意見をいただいた部分の修正の一つ

一つについて今から申し上げるということはいたしませんけれども、大

方、加筆修正できる部分と、それから、今後の取り組みで実質的には反

映するという部分は分かれてきていると思いますので、そこの判断、事

務局に１つはゆだねる部分がございますが、最終的にはどういう形で処

理しますかということについて委員さんにご提案いただいて、ご確認後、

そのような行動をとっていただくということで、当審議会としての報告

書の扱いは決めたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 それでは、そのような形で進めさせていただきます。 

 続きまして、明石市環境基本計画の推進についてということで、資料

３に基づいてご説明いただきます。少し説明資料は少ないんですが、内

容は大変あるかと思いますので、どうぞ、ご説明をよろしくお願いしま

す。 

○事務局Ｄ 次第の３の明石市環境基本計画の推進についてご説明させていただき

ます。 

 それでは、お手元の資料３をごらんください。 

 まず前回の環境審議会から環境基本計画の改定版の公表までについて

申し上げます。 

 環境基本計画の変更につきましては、今年の３月１６日に前回、第３

４回の環境審議会におきまして、委員の皆様方からご意見を承った上、

答申案についてご承認をいただきました。その後、３月２７日に副会長

さんから明石市長へ答申を行っていただきました。そして、その答申を

受けまして必要な修正を加えた後に市長の決裁を完了いたしまして、３

月３０日付で改定を行いました。その後、レイアウトとか、写真とか、
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イラストに調整を行いまして、冊子の印刷の完成を待ちまして、５月１

５日に環境基本計画の改定版について広報あかしでお知らせいたしまし

て、それから、市のホームページで改定内容を掲載して公表いたしまし

た。同時に、印刷した冊子を委員の皆様方をはじめといたしまして関係

各所に配付いたしました。また、市民の皆様方にもご要望に応じてお送

りさせていただいております。 

 次に、環境基本計画推進組織の設立への動きでございますけれども、

平成１９年度に入りまして、推進組織を設立していくために、その前段

として設立準備会という形を立ち上げまして活動を行ってまいりました。

設立準備会は計画の見直しに参加していただきました環境パートナーシ

ップあかし市民会議、これは基本計画を見直す作業に携わっていただい

た委員の皆さん方なんですけれども、各部会の幹事さんと、それから、

この計画の推進に強い意欲を持たれている委員さんの合計８名で構成し

ております。それで、前年度の最後の市民会議の開催から大分期間があ

いておりましたので、できるだけ早期の開催を目指しまして４月２４日

に第１回目の準備会を開催いたしました。それから、現在までに８回の

会議を持ちました。資料の中では７回となっておるんですが、これは８

回の誤りでございます。ご修正をお願いいたします。８回の会議を持ち

まして、その中で会則やらメンバーの募集、それからリーディングプロ

ジェクトの推進について検討を重ねてまいりました。 

 これまでの準備会の活動につきましては、まず推進組織の設立の趣旨

を含めた推進メンバーを募集するためのパンフレットの作成、役員の候

補に上げられる方々の人選、推進組織への参加を呼びかける事業者とか

市民団体などの選定、そして、ロゴマークの決定を行っております。そ

れと設立総会、そして、オープニングに係るイベントの実施についても、

まだ現在も検討を重ねているところでございます。 

 また、準備会とは別に、基本計画の見直しに参加していただきました

市民委員さん全員を対象といたしました全体会議を開催いたしておりま

す。市民組織が設立されるまでにかなり期間があいてしまいますので、

市民委員の皆さん方に関心を持ち続けていただこうということで、その

都度情報提供を行ったり、より多くの方々のご意見をお伺いしたほうが
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いいかという事柄について全体会議を開催して協議を行ってまいりまし

た。この全体会議は現在まで４回開催いたしまして、その中で推進組織

の名称の決定やら、参加者それぞれの所属部会の決定、そして、イベン

トの内容についての検討を行ってまいりました。 

 そのほか、庁内の調整ということで、９月５日にリーディングプロジ

ェクトに関係する課を対象にいたしまして、庁内の説明会を行っており

ます。これは環境部のごみ対策課など全部で１２課を対象に行っており

ます。そして、計画推進に当たっての積極的な参画やら、事業に関する

それぞれの担当する情報の提供をお願いしておるところでございます。 

 それから、資料には載せていないんですけれども、８月の末に事務局

の職員を、こういう基本計画の推進組織を持たれている先進都市であり

ます熊本市に派遣いたしまして、推進の現状とか手法などを調査してま

いりました。 

 それから、推進組織の立ち上げでございますけれども、後ほど触れさ

せていただきますけれども、来る１０月８日に設立総会を開催いたしま

して、そこで承認が得られましたら正式に発足する予定になっておりま

す。 

 それと、既にリーディングプロジェクトに関連する取り組みといたし

まして、そういう取り組みを実施している場合、例えば環境学習とか、

家庭でできる温暖化防止のような取り組みは既にリーディングプロジェ

クトに取り組んでいこうということで、その取り組みの推進として位置

づけるように働きかけているところでございます。 

 次に、資料の裏をごらんになっていただけますでしょうか。 

 まず推進組織の名称でございますけれども、先ほど申し上げました準

備会、全体会で決定された名前とロゴマークについてなんですけれども、

推進組織の正式名称は「明石市環境基本計画推進パートナーシップ協議

会」という非常に長い名前となっておりますので、これを「エコウイン

グあかし」と名づけて、より市民の皆さん方に親しんでいただくように

こういう愛称を定めております。この「エコウイングあかし」と申しま

すのは、エコ、すなわち環境でございますね、環境への取り組みが大き

く翼を広げて、東西に長い明石の地形をあらわし、明石全体に広がるイ

－24－ 



メージをあらわすとともに、市民、事業者、行政の連携を全体で覆うと

いう翼を意味しております。また、ロゴ、シンボルマークにつきまして

は、皆様方のお手元にお配りしております緑色のエコウイングあかし入

会のお誘いという表紙に載せております、こういう鳥が木にとまってい

るマークなんですけれども、これは白黒の印刷であまりイメージがはっ

きりしないんですけれども、中心となる鳥、木、そして太陽の印象、こ

れでエコの翼が自然、ライフスタイル、エネルギー、それぞれの３部会

の取り組みにかかわっているというイメージをあらわしております。こ

れは明石市立魚住小学校の先生にお願いしてでき上がったものでござい

ます。先生は美術の専門でいらっしゃいます。 

 それから、推進組織の名称につきましては、今後、正式名称の長い名

前は非常に使いにくいということで、一般的に広報とか協議会の活動で

は「エコウイングあかし」を積極的に使用してまいる予定でございます。

また、このシンボルマークにつきましては、今後、パンフレットとか名

刺、それからチームウエアとか啓発グッズへの利用も予定しております。 

 最後に、今後の予定でございますけれども、まず、今後、エコウイン

グあかしに参加していただけるメンバーの方々の拡充を図っていく予定

でございます。現在のところ、環境パートナーシップの市民会議で取り

組んでいただきました方々を中心に参加していただいているところです

けれども、取り組み全体を進めるとなると、まだ人数的にも不十分な現

状でございますので、今後、市民団体や事業者への参加の呼びかけをさ

らに拡大していき、より多くの人材を確保できるように取り組んでまい

りたいと考えております。 

 次に、当面の事業といたしましては、この１０月８日に明石市生涯学

習センターにおきまして、午前１１時から設立総会を開催し、その中で

会則とか、今後の方針についてご承認をいただき、そして、午後からは

リーディングプロジェクトを中心とした環境基本計画の内容やエコウイ

ングあかしの活動などを市民の方々に紹介するイベントの開催を予定し

ております。また、その時点で、ご来場いただきました方々にもエコウ

イングあかしの参加を勧誘していく予定でございます。そのイベントの

内容につきましては、お手元にお配りしておりますピンク色のチラシ、
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このようなチラシを市内の各所に配付いたしまして、参加中を呼びかけ

ているところでございます。 

 それから、設立後の取り組みにつきましては、まず、今年度の下半期

におけるリーディングプロジェクトの取り組みは、リーディングプロジ

ェクトごとのワーキンググループの例会を定期的に開催しまして、既に

進められている事業とか、現状での実施の可能性の高いプロジェクトに

ついて、それを選定して、より具体化してまいりたいと考えております。 

 そして、１０月に入りますと、すぐ来年度の予算要求の時期になりま

すので、来年度の事業実施のための予算要求の基礎とするための取り組

みの内容の検討、積算に入る予定でございます。 

 以上、基本計画の推進についてでございました。よろしくご審議のほ

ど、お願い申し上げます。 

○会  長  それでは、ご説明いただきました。できれば、あと３０分ぐらいはご

議論できる時間があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 委員Ｂさん。 

○委 員Ｂ 先ほどの年次報告書のときもそうなんですけども、この環境審議会の

ほとんどの今までの流れは、私は自然環境という分野で参加させていた

だいていますが、ごみであるとか、エネルギーとか、ＣＯ ２ の削減とか、

そういう世界的な、また日本全体でというかなり大きな枠での話に終始

していて、明石にある自然環境、メダカをどこにとりに行ったらいいか

と環境に電話があった、そうするとだれが即答できるか、そういうこと

をずっと訴え続けてきたんですけども、報告書の中を見ましても、自然

環境部会が開かれていないということをもってほとんどができていない

ということなんですね。後ろの市民の意見なんかの答えを見ても、公園

課が答えたり、道路整備課が答えたり、同じ植樹にしても、道路であれ

ば道路の整備がする、公園は公園が受けると。ため池の整備については、

オニバスという絶滅危惧種、明石が代表ですね、アカシオニバスという、

化石で発見されて学名に名を残している、アカシと名前がついている植

物が現前としてあって、明石が最も多産する場所でありながら、そうい

うことを積極的に守るということがなされていないんじゃないかと。今

見せていただいた、この後の推進についてなんですけども、先ほども申
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しましたように、ごみだとかエネルギー問題だとか、そういうふうにか

なりシフトしていまして、自然環境を守っていく、街路樹に植える木だ

とか、公園に植えるとか、私、見ていましたら、神戸製鋼とか、大きな

事業所の構地内を、この中にもあるんですけど、カブトムシだとか、昔

の自然だと思われる動植物のいるような森を再生するにはご協力いただ

かねばならないと。先ほど言いましたように、ため池は県がオニバスの

ために改修しようかというのを、今、江井ヶ島の皿池で、見た目は一緒

だけども浅い部分をつくって、ある植物のために一遍やってみようと。

それは県がやっている。今度、最大の緑地は明石公園にあるんですけど

も、明石公園の中に明石の環境の方が行って、ある植物を植えてほしい

というだけでもかなり何年もかかっています。ですから、明石公園は明

石にありながら勝手に我々の意図でもってさわれない。 

 そういうことを考えていきますと、これからの推進については、県だ

とか、さっきの公園、道路整備、それから農水、環境、そういうものが

横断的にやっていくという視点と、ごみ問題、二酸化炭素、エネルギー

問題と同時に、今や保全する絶対量が残っていないんですよ、逆に言う

たら再生していく。これから、今度、企業の用地の中に植えていただく

樹種はアベマキであり、コナラであり、乾くところにはソヨギダワラと

いう、もともとこの兵庫県南部にあったようなものを植えていく。全然

いなかったゲンジボタルを水路をつくってそこに放しても、私が子供の

ときに見ている明石にいるホタルはヘイケボタルなんです。それが自然

再生なのかと。全然遺伝子レベルで違うメダカをどこかから買ってきて

放せばメダカがいるじゃないかと。それから、たくさん二酸化炭素吸収

のために、学校も、ありとあらゆるあいている土地に樹木を植えたけど、

それがタイワンフウであり、アメリカハナミズキであり、プラタナスで

あると。そういうことでいいのかと。これからの推進の中には、先ほど

言いました自然環境という視点をぜひ入れていただくようにお願いした

いと。 

 以上、要望です。 

○会  長  ありがとうございました。委員Ｂさんのご意見を反映するためにも、

自然環境の部会の開催がずっと中断しているんですよね。それで、いろ
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いろ事情はあるかと思うんですが、事情だけではなくて、今おっしゃっ

ていただいた基本的な考え方に沿って、自然環境部会なりを開催して方

向づけるということについて、やはり審議会としては強くお願いしたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○事務局Ｃ 環境審議会には、現在、会長が言われましたように自然環境部会があ

りまして、１回目の会合、たしか４年前ですね、私がいたときに１回や

ったきり開催されていないということになっておるわけですけども、最

初のころは、明石の環境の調査をしていった上で、それを整理して、ど

ういうふうにしていくのか、どういうふうにそのデータを扱っていくの

かを審議していきたいというお話をさせてもらったんですが、調査が今、

最後までできていない。あと１回やったらほぼ予定どおりいくんですが、

その最後の１回ができていなくて、そろってからというところが１つあ

ったということで、部会は今現在できていません。 

 このあたり、今後、部会をどうしていくのかということも含めて、審

議会での扱い方を考えていかなあかんなと思っているところです。 

 先ほど委員Ｂさんから、いろんな自然の取り組みが非常に弱いという

ご指摘があったんですが、今回、環境基本計画を見直した中で、今まで

とやっぱり一番大きく違ったのは、どうしてもエネルギー問題、地球温

暖化であるとかそういう問題と、今回、自然の取り組みを非常に市民の

方が強く求められていたんじゃないかなと思っています。市民の皆様、

事業者、それから行政が一体となってリーディングプロジェクトを取り

組んでいこうと、１３のプロジェクトの中の、例えばリーディングプロ

ジェクトの８、９、１０、１１、１３ですか、このあたりが自然の取り

組みを一緒にやっていきましょうということで、今までとはかなりウエ

ートが変わった。ほんとうにここに力を入れていこうという新しい基本

計画になってきたのかなと思っています。 

 現実的にも、プロジェクトの８なり９なりは既に動き出している１つ

ですし、このあたりを市民の皆様と、できれば事業者にも協力してもら

いながら、行政も各方面の担当者が参加しながらやっていきたいなと思

っています。 

 ここがやっぱり今までと一番違うところかなと思っていまして、この
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動きと合わせて専門家の皆様、それから自然環境部会の委員の皆様と今

後の明石の自然の取り組みを含めて議論できたらなと思っています。で

すから、このプロジェクトが進んでいく中で、ちょっと今までと違う動

きができるのかなと思っていますので、今後ともご支援、ご協力をお願

いしたいなと思っています。 

○会  長  ありがとうございます。 

○事務局Ｄ 先ほど委員Ｂさんの中で、県の事業と市の事業がそれぞれ別個に行わ

れているような印象のお話をされていたんですけれども、私ども、県が

やられている事業に市も積極的に参加いたしまして、主は県であるけれ

ども、市も十分協力して、それから、どうしても県の権限でないとでき

ないというところは県の方にお願いして事業を進めているところでござ

います。 

 それと、今まででしたら、市の中でも道路とか公園緑地、農水などが

それぞれ別々に事業を進めていたものを、今後このリーディングプロジ

ェクトを進める中で、それぞれが情報を提供し合いまして、無駄な推進

が行われないように、そして、より効率的な推進ができるように、リー

ディングプロジェクトを中心にして自然環境の取り組みを進めていきた

いと考えております。 

○会  長  ありがとうございます。 

 今後、エコウイングあかしの活動の中のリーディングプロジェクトキ

ャッチ、タイトルあたりはご自身で検討されると思うので、我々はあま

りこのことについて言わないほうがいいと思うんですけど、ただ、ちょ

っとやっぱり気になるのは、水でつながる明石の自然プロジェクトとい

う言葉は、多分訴えたいことは、自然は、例えば水というものを通して

つながっているよということを言いたい、主張したいんですね。ただ、

その後すぐに「コウノトリ来て」と来ると何で明石でコウノトリが、ま

ずキャッチで出てくるのか、ウミガメはわからないことないですけど、

オニバスがないよねというのはちょっとやっぱりやや伝えにくいメッセ

ージになっていないかと。 

 それから、リーディングプロジェクトの９も、ふれあいの里山という

のは私、いいと思うし、その方向だと思うんですけど、すぐにカブトム
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シ、クワガタというと、やっぱり子供の目線からまず入るから、子供は

カブトムシ、クワガタ、別に捕まえてくるのは、確かにクヌギとか、ナ

ラとかそういう林の中で捕まえてくるということはあるかもしれないけ

ど、最近はやっぱり下手すると別のところで手に入れられているみたい

なところがあって、カブトムシ、クワガタのところから自然を再生して

いくとか、自然とともにというところに伝えていく伝え方をうまくやら

ないと何か浮いてしまうような感じがするので、その辺は委員Ｂさん、

しっかりと見ていただけるし、多分講演や会議にもお出になられると思

いますけど、ここのキャッチの仕方なんかはやっぱり人々にとってわか

りやすい媒体ですので、皆さんで工夫をしておつくりいただけたらいい

かなと私は思いますし、そういうことを含めて十分に検討されていると

思いますので、信頼して、これから進められることを期待したいと思い

ます。 

 では、もうちょっと時間がありますので、エコウイングあかしの進め

方、推進メンバーの拡充というあたりも、ぜひご意見等をお出しいただ

けたらと思うんですが。どうぞ。 

○委 員Ｄ 質問なんですけれども、資料３にはちょっと見当たらないんですけど

も、例えば長期計画とかがあって、中期３カ年の計画とか、そういうロ

ードマップ的なもの、目的というものはあられると思うんですけれども、

それをもとにした長期計画、短期、中期の中計というような３年計画と

かそういうものはもちろんおありだと思うんですけども、立てられてい

るわけでしょうかという質問なんですけれども。 

○会  長  ごめんなさい、どの部分についてでしょうか。 

○委 員Ｄ エコウイングあかしを進めるにおいての長期的な計画と、それをもと

にした、例えば３カ年とかそういう先を見据えた中間的な、どこまで持

っていくかという計画的なものですけれども。 

○会  長  明石市の環境基本計画については、策定と計画年次というのは持って

いますので、これを中間期で見直すという考え方は一応含まれていると

思うんですが、３年、６年、９年のような考え方は必ずしもとっていな

いと思うんですけど、どうでしょう、エコウイングあかしとして進めら

れるパートナーシップ協議会の活動というのはどれぐらいの時間で市民
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の皆様方はお考えなのか、あるいは逆に、それは考えていったほうがい

いのかということについての質問であり、また、ご自身が意見を持って

おられるような気がするんですが、その２つはちょっと分けて議論した

ほうがいいのかもしれませんね。どうでしょう。 

 まず環境基本計画はどうなっていますかというのは事実関係だけ言っ

てください。 

○事務局Ｃ 環境基本計画なんですが、明石市には第４次長期総合計画というのが

ありまして、平成２２年までの第４次長期総合計画があります。環境基

本計画をつくるときは、まだ第４次が始まっていない、第３次の最終年

に計画を立てましたので、１１年間という、ちょっと中途半端な計画期

間ですが、同じ第４次と合わせた平成２２年までの計画。その中間年、

本来もうちょっと早く見直す予定やったんですが、おくれて昨年度、改

定をしていったということで、残る期間というのは約４年間ということ

になります。 

 その後どうするかにつきましては、改めて次の第２次の環境基本計画

を見直ししていくということで、数年でまた改めて見直しをしていくと

いう考え方になっています。ですから、この４年間に、行政用語でいう

といわゆる基本計画に対する実施計画というローディングしていくよう

な計画があるんですが、それについては、今のところ、つくる予定はあ

りません。 

 エコウイングあかしですが、基本計画書にはそれぞれ１３のプロジェ

クトをやっていきますということで、それぞれのプロジェクトごとに１

年目はこういうことまでやって、２年目はこうする、３年目はこうする

とか、５年目の目標はこんなものですよとかいうのをそれぞれのプロジ

ェクトごとに出しています。ですから、スタートが今年になるのか、来

年になるのか、再来年になるのかというのも実はあるんですけども、大

体３年から５年で、とりあえずそのプロジェクトをやってしまおうとい

う考え方が基本にあります。 

 ですから、新しい第２次の環境基本計画、当然それは、またパートナ

ーシップのもとで策定をしていくわけですから、エコウイングあかしも

含めて今後４年後以降の取り組みについて検討する中で出てくるのかな
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と思っています。とりあえずパートナーシップの取り組み、明石で根づ

かせていくために、できるところからどんどんやっていきたいなという

のが今の予定です。 

 以上です。 

○会  長  委員Ｄさん、いかがですか、今のお話を伺って。何か追加的なご意見

ございますか。 

○委 員Ｄ ３年とか４年とか、立てておられるということですので、それが出て

いなかったもので、企業でしたら６カ年とか３年ごとの目標を立てて進

めていきますので、そういうのがあるということを伺わせていただいた

らよくわかりました。まさかというあれなんですけど、それがないとい

うことがありやなしやということだったんですけど。 

○会  長  ありがとうございました。 

 どうぞ、ほかの方からご意見いただきたいですが。 

 これは、会員は個人資格ですか。それとも、企業の場合は何か代表で

はないけど、そこから出ていったという委員として扱われるんですか。

そこをちょっとご確認いただきたいんですけど。 

○事務局Ｃ エコウイングあかしの会員資格ですが、個人会員と、いわゆる企業も

含めた団体会員とそれぞれあります。普通の組織と違って、会費をいた

だこうという、ちょっと今までにない取り組みをしています。 

 ただ、例えば特に組織にとってはいきなりお金を出してくださいとい

っても予算があったりとかいうことで、すぐにお金をもらえないと思っ

ていますので、最初は柔軟な対応をしながら、できれば個人単位で会員

さんになっていただいて取り組みを広げていこうと思っています。それ

とあと、会員さんでなくても、活動については当然参加をしていただく

のは結構ですし、また、賛助会員ということで、活動はできないけど資

金面での協力をしていただけるような会員さんも募っていきたいなと思

っています。 

 以上です。 

○会  長  もうちょっと伺うと、企業とか事業体にとっては、そういうところへ

出ていったら励まされていろいろプラス面を協力し合えるとご理解いた

だけると参加は促されるんですけど、行って、事を決めたら、それを何
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か守らないかんみたいな、拘束条件ととらえられるような会議だったら、

やっぱり消極的にならざるを得ないという面が僕はあると思うんですが、

基本的に運営原理みたいなものは、いいことはどんどんやりましょうと

いう方向ですよ、ここで決まったことはやらないといけないという性格

のものではありませんという、何かプリンシプルはどこかに明示されて

おるんですか。パートナーシップ会議なので、その辺はよく考えておか

ないと、一人一人はいいんですけど、団体になると組織からどんな権限

で行っているんだという話になっちゃうから、少し自由で、なおかつプ

ラス面はどんどんやりますという方向での会議体なんですよということ

でないとなかなか大変だろうなと。実際、運営を見ていますとそうなん

ですけど。 

○事務局Ｃ エコウイングあかしの組織的な考え方というのは、一番上に役員会と

いうのがありまして、理事さんなり、会長なり、そういう役員さんが１

０数名いると。そこで基本的な運営方針であるとか、予算であるとかに

ついてはそこで議論していくと。その下に企画運営委員会、また、それ

ぞれのリーディングプロジェクトをするワーキンググループというのが

ありますので、実働部隊というのがワーキンググループであったり、そ

こを調整する企画運営委員会かなと思っています。 

 ですから、会員さんとして、活動はそれぞれの取り組みをしていただ

くわけですが、運営の中でいろんなご助言なり、ご指導なりいただく部

分で別に強制的なものを持つものでもないですし、逆に企業のいろんな

ノウハウを教えていただいて、それをワーキンググループで生かしてい

く、そういうところを特に企業さんにはお願いしていきたいなと思って

います。 

○会  長  わかりました。ということだそうですので、ぜひよろしくご参加のほ

ど、お願いいたします。 

 今、ご参加いただいている企業さんとしては、固有名詞はともかく、

ご参加いただけそうですか。 

○事務局Ｃ 今、数社、お願いしています。 

○会  長  わかりました。それは非常に、将来明るいというご回答をいただいた

のでうれしく思います。ありがとうございます。 
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 いかがでしょうか。ほかのところでご意見、あるいは今後の活動を発

展させるという意味でのアドバイスをいただけたらと思いますが、いか

がでしょうか。委員Ａさん、どうぞ。 

○委 員Ａ これ、非常に環境問題、範囲が広過ぎて、初めはごみの焼却、ほんで、

ごみを減らすということをまず第一義に議論されていたと思うんですが、

そっちよりも環境をよくする、木を植える、あるいは、ちょうど県が今

週の土曜日に駅前でオープンするんですが、花と緑の協会ですか、前副

知事が会長で、これを１週間ほど駅周辺、それからお城の南側、市長の

要望で銀座通りまで入っていって、それを、できればこの１週間、２週

間だけじゃなしに３年ぐらい続けてほしいという市長の要望もありまし

て、下がタイルじゃない土のところは継続していこうと。そのかわり維

持は市でお願いしたいというようなことや、いろいろ県周辺から、第１

回目で明石へ来たので、非常に明石をきれいにしていただくという面で

はあれで、公園も、朝は子供が小さなクワガタをとりに行って、明石公

園も結構とれるんです。そういうので、環境の問題から、ごみの問題か

ら、自動車の排ガス、工場、石炭、冷暖房、中国からどんどん自動車は

増えるわ、石炭は燃やされるわ。その中で何を重点的にやるかという、

何かぴっとくるものが見当たらんようで、何となくだらっと全面的に幅

を広げて、ちょっとその辺が物足らんかなと。やはり先達としての何か、

これから東南アジア、中国、インド、必ず産業があれして自動車は増え

まして、地球温暖化とか汚染、これはものすごい勢いで進んでいくと思

いますので、なかなかブレーキがかかりませんわな。日本みたいに気候

のいいところじゃなしに、寒さ暑さの厳しい大陸はやっぱり暖房にがん

がん石炭を燃やしますので、何とか明石市としては、重点的にこれとい

う目をみはるような何か目玉をつくっていただけたらと思います。 

 簡単でございますが。 

○会  長  ありがとうございました。結構、エコウイングあかしのリーディング

プロジェクト、あかし環境マイスター制度ということを一番最初に考え

られて、人づくりとか、人が育っていくということを最初に掲げられた

後、いろんな側面、網羅的なようですけど、一つ一つは明石市に密着し

たことを取り組んでいこうという心構えだと僕は思いますので、このあ
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たりに、今、委員Ａさんがおっしゃったことを普遍的だけど明石的な意

味合いを込めた活動が今後広がっていきますというのをぜひお見せいた

だければ、今のコメントに対するお答えができると思いますので、そう

いったあたりは特段ご注意いただいてお進めいただくということにした

いと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、大分時間が過ぎておりますので、そろそろ、この明石市の

環境基本計画の推進については、基本計画の策定は私ども審議会でお手

伝いさせていただきました。そして、その中から、この計画をつくる過

程で集まられた方々がエコウイングあかしというものをつくられるとい

うことは非常にすばらしいことだと。この主体が計画の遂行、実行とい

うところの中心的なメンバーとしてご活動いただくということを我々と

しては期待をして、１年たてば、ここまで済みましたよ、こういう成果

がありましたよということをぜひご報告いただく、この場にもそういっ

たお話が伝わってくるということを期待して、本日の３番目の環境基本

計画の推進についてということの審議を終わりたいと思います。 

 それでは、一応、予定されております２件の審議は終了したというこ

とで、最後にその他事項で何か事務局からご報告いただくことがありま

したらおっしゃってください。もしその中に、例えば次回の計画予定、

この開催予定がございましたら含めていただいて、お話をいただきたい

と思います。よろしくお願いします。どうぞ。 

○事務局Ａ 本日は、長時間にわたりましてご審議をいただきました。ほんとうに

ありがとうございました。委員の皆様方から寄せられましたご意見、ま

た、ご提言につきましては積極的に反映させていただきたいと考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、委員の皆様方、この２年間、環境基本計画の見直し等に携わっ

ていただきました。ほんとうにありがとうございました。おかげをもち

まして、本年３月には、先ほど話も出ましたように、市長への答申、ま

た、市民の皆さんへのご披露というような形で新しい基本計画を提示す

ることができました。 

 また、先ほど来、話に出ておりますエコウイングあかしにつきまして

も、来月１０月８日に設立されるということでございます。１３のリー
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ディングプロジェクトを推進するという大きな目標を掲げております。

この設立につきましても、本審議会の委員の皆さんの絶大なるご支援の

賜物と感謝いたしておるところでございます。 

 会長さんからお話がございましたけれども、今後の予定でございます

けれども、事務局といたしましては、今年度、年が明けてからもう１回

審議会を開催させていただけたらと考えておるところでございます。本

審議会の委員さんの任期が２年ということでございまして、次回の審議

会につきましては新しい委員さんでの会議ということになろうかと思い

ます。したがいまして、このメンバーでの審議会が今回最後という形に

なろうかと思いますけれども、各委員さんにおかれましては、審議会の

立場を越えまして、また、残られる方ももちろんいらっしゃいますでし

ょうけども、今後とも環境施策に対しまして、地球環境課、明石市につ

きましてご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単で

はございますけれども、御礼を兼ねたごあいさつにかえさせていただき

ます。本日はほんとうにどうもありがとうございました。 

○会  長  どうもありがとうございました。 

○事務局Ｃ ありがとうございました。これで環境審議会を終わらせていただきま

す。 

（閉会 午後３時５３分） 
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